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行政サービス

求められる公共サービス

行政サービス

自治会等
地縁団体
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まちづくり協議会

ＮＰＯ
任意
団体

任意
団体

求められる公共サービスと実際の行政
サービスには差があり、課題解決への
対応が難しい状況にある

行政サービスだけでは対応が出来ない部分を
多様な主体による＋α新たな取組でカバーし、
持続可能な地域社会づくりを進める

地域課題の解決
　　＝　求められる公共サービス

　協働　～共助～ 　

第１章 計画策定の背景と趣旨

１ 計画の背景

近年、我が国を含む多くの地域社会は急速な人口減少と少子高齢化に直面しており、本市におい

てもその影響が顕著となっています。年少人口の割合は世界的にも低く、高齢化の進行、労働人口の

減少といった構造的な変化に加え、デジタル技術の進展や新型コロナウイルス感染症拡大による

生活様式や働き方の変化、地域経済やコミュニティ※１の課題など、多岐にわたる社会的背景を抱え

ています。また、頻発する自然災害や気候変動リスクへの備え、カーボンニュートラル社会の実現と

いった環境・エネルギー問題も地域で主体的に取り組むべき重要なテーマとなっています。

さらに、価値観やライフスタイルの多様化が進み、個人の生き方や働き方、地域との関わり方に

対する市民一人ひとりの意識が多様化しています。こうした急速な社会変化の中で、少子高齢化に

伴う地域活力の低下や人材不足、コミュニティの希薄化、孤立の増加等、これまで行政や地縁組織

が担ってきた地域課題の解決だけでは対応が難しい状況となっています。

今後は、個人や NPO※２、自治会等の地縁団体、まちづくり協議会やその他任意団体等、多様な

主体が持つ柔軟な発想力・機動力を発揮し、行政、市民、事業者等がともに連携・協働※３する

「共助※４」の体制がますます求められるとともに、持続可能な地域社会づくりを進めるために、市民

一人ひとりの自発性と創造性を活かすことが不可欠です。（図１参照）

行政と市民とが適正な分担と連携を行い、市政については市民の積極的な参画※５を促し、互いに

理解し合い、市民活動が活発に行われることで、地域生活の課題解決に柔軟に対応した、より一層

効果的なサービスを提供することが期待されます。

【図１ 行政サービスと公共サービス】

※１ コミュニティ：人々が共同体意識をもって生活を営む一定の地域、及びそれらの人々の集団。

※２ ＮＰＯ：民間非営利組織。営利を目的とせず公益的な市民活動を行う民間団体の総称。

※３ 協働：共通の目的を達成するために、互いの立場の違いを認識し、協力して行動すること。

※４ 共助：自分だけでは解決や実行が困難なことについて、地域や身近にいる人たちがともに取り組むこと。

※５ 参画：市民及び市民活動団体が市の施策の立案、実施及び評価の各段階に自発的かつ自立的に関わること

並びに市民等がまちづくりのために協働すること。効果的な市民参画の実現手法として「説明会の開催」「ア

ンケートの実施」「ワークショップの開催」「審議会の設置」「パブリックコメントの実施」が挙げられる。
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２ 計画の趣旨

本市では、平成 17 年に「下関市市民協働参画条例」を施行し、市民と行政が協力し合い、市民

自らが主体的に参加するまちづくりを進めてきました。また、自治会や市民活動団体、NPO など多様

な市民活動を支える環境づくりに努め、平成 18年の「下関市市民活動促進基本計画」策定以降も

計画の見直しを重ね、市民協働によるまちづくりを推進してきました。

さらに、平成 26 年に「下関市住民自治によるまちづくりの推進に関する条例」を制定し、市民と

行政が一体となって、安心して暮らせる地域社会の実現を目指してきました。また、平成２７年には

「下関市住民自治によるまちづくり推進計画」も策定され、まちづくり協議会の設立や活動支援に

より、人と人とのつながりを大切にした地域活動も広がってきています。

令和６年度に実施した市民意識調査等においても、多くの市民が自主的に地域活動へ参加し、

まちの課題解決や住みやすい地域づくりに貢献していることが明らかになっています。一方で、地域

社会を取り巻く状況は大きく変化し、新たな課題が生まれています。

こうした社会情勢や生活環境の変化、市民や市民活動団体を取り巻く新たなニーズに対応し、

すべての市民が自分らしく安心して暮らせる地域づくりと、住民主体によるまちづくり活動の継続を

図るため、この度「市民活動促進基本計画」と「住民自治によるまちづくり推進計画」を一本化し、

新たに「第５次下関市市民活動促進基本計画」を策定します。

本計画では、市民一人ひとりや市民活動団体、行政が目的を一つにし、お互いの役割を認め合い

ながら協力して地域課題の解決に取り組み、多様な人材や新しい知恵を生かした持続可能な

まちづくりを目指します。そして、条例やこれまでの基本計画の流れを大切に受け継ぎながら、市民が

主役となる、活力ある下関の実現に向けて歩み続けていきます。
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３ 計画策定の位置付け

本計画は、「下関市市民協働参画条例」を根拠とし、「下関市住民自治によるまちづくりの推進に関

する条例」、上位計画である「下関市総合計画」及び関連計画を踏まえ、下関市における市民活動

の促進に関する施策の総合的・計画的推進方法を示したものです。

【図２ 計画の位置付け】

【参考】

〇本計画と下関市地域福祉計画との共通点

福祉分野において隣近所の住民同士や友人、知人との助け合いや、自治会や民生委員、NPO、

事業者、社会福祉協議会などの地域で活動する団体の支えにより生活課題を解決する共助の

取組を支援する点で共通している。

また、平成２７年（2015 年）に「SDGｓ※６（持続可能な開発目標）」が国連サミットで採択され、

下関市総合計画の中で各分野における施策の推進にあたり、その理念を念頭において取り組んで

いくことが重要であるとされており、「市民活動の支援の推進」と関連する１７番目の「パートナーシッ

プ（協力）で目標を達成しよう」という目標を念頭に取組を進めてまいります。

※６ ＳＤＧｓ：「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）」の略称。すべての人が幸せに暮らせ

る社会をつくるため、貧困や環境、教育など世界のいろいろな課題を 2030 年までに解決しようとする国際

的な目標で、17 の目標と 169 の具体的なターゲットがある。

下関市市民活動促進基本計画
↑ 一本化 ↑

〈 下関市住民自治によるまちづくり推進計画 〉

下関市住民自治によるまちづくりの

推進に関する条例

下関市市民協働参画条例

下関市地域福祉計画等

関連する分野別計画

下関市総合計画

整合性
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４ 計画の期間
本計画の期間は、令和８年度から令和１２年度までの５年間です。

５年間という期間設定については、市民活動を取り巻く社会情勢が変化し続けていることを踏まえ、

中期的な展望で策定したものです。また、状況の変化に適合させるため、必要に応じて計画の期間

内に見直しを行います。

令和１１年度以降については、それまでの間の支援策の効果や市民活動の状況を鑑み、次期計画

を検討する中で取組むべき課題と具体的施策の見直しを行います。

【図３ 関連計画の計画期間】

５ 計画の対象区域

本計画の対象区域は、原則として下関市域とします。

また、本市の中核市としての役割及び市域を超えて展開している市民活動の実態を考慮し、より

広域的な対応に配慮します。

年

度
H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

計

画

第２次下関市総合計画 第３次下関市総合計画

第３次下関市市民活動

促進基本計画

第４次下関市市民活動

促進基本計画 第５次下関市市民活動

促進基本計画第１次下関市住民自

治によるまちづくり推

進計画

第２次下関市住民自治による
まちづくり推進計画

第３期下関市地域福祉計画 第４期下関市地域福祉計画
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６ 用語の定義

市民活動とは・・・

自主的かつ主体的な営利を目的としない活動のうち、特定非営利活動促進法(平成 10 年法律第

7号)別表に掲げる活動又は地縁に基づき地域社会の維持及び形成を図る活動であって、不特定か

つ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。（市民協働参画条例第 2条）

社会や不特定多数の方の役に立ち、良い影響や効果を与えることを目的とした、自主的かつ自発的

な（自分からやる）、営利を目的としない（利益を構成員等に分配しない）公益的な活動のうち、以下

の活動のことです。

①特定非営利活動促進法(平成 10年法律第 7号)別表に掲げる活動

⇒ NPO法人や任意のボランティア団体等による組織的な活動

②地縁に基づき地域社会の維持及び形成を図る活動

⇒ 一定の地縁に基づく組織的な活動。本市では自治会やまちづくり協議会の活動

しものせき市民活動センター

しものせき市民活動センターは、市民活動の場及び市民と市民がふれあうことのできる交流の場

を提供することにより、市民活動の促進及び市民

主体のまちづくりを推進するために設置した施設

です。「市民活動拠点施設」として市民と行政、

市民と市民活動団体とをつなぎ、地域社会の

課題に取り組む市民活動の支援を行っています。

本計画においては、中間支援組織として市民活

動の促進に重要な役割を担っています。

ＪＲ下関駅前（ヴェルタワー下関２階）に位置し、

平成３１年４月から指定管理者により管理運営さ

れています。

しものせき市民活動センターの機能

○相談受付 ○市民活動団体の登録 ○活動の場の提供

○情報収集と提供 ○講座・研修の開催 ○ネットワーク化の促進

※詳細は資料編１７ページをご覧ください。

詳細はこちら→
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市民活動団体とは・・・

組織的かつ継続的に市民活動を行うことを主たる目的とする団体であり、その活動が次のいずれに

も該当しないものをいう。

ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの

イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの

ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)

の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、

若しくはこれらに反対することを目的とするもの

エ 営利を目的とするもの

（市民協働参画条例第 2条）

「市民活動団体」は「目的型」と「地縁型」の２つに区分します。

【①目的型】

ＮＰＯ法人や任意のボランティア団体等

⇒ 《協働による効果》

役割に応じ、特性を発揮して協働に取り組むことにより、それぞれの団体の目標を効果的

に達成することができます。また、団体同士のネットワークの形成が期待できます。

【②地縁型】

自治会、町内会、自治会連合会、連合自治会、まちづくり協議会等

⇒ 《協働による効果》

それぞれの団体の組織基盤の強化、認知度の向上によって、活動の場や事業展開の機会

の増大が期待できます。

②地縁型①目的型

市民活動団体
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まちづくり協議会とは・・・

家族形態や産業構造などの社会情勢の変化によって、少子高齢化や人口減少が進み、地区の

抱える課題も多様化し、これまでの画一的な行政サービスの仕組みだけでは、市民ニーズに対して、

きめ細かく対応することが困難となっています。そのため、魅力ある｢元気な下関｣を実現していくには、

市民や市民活動団体、企業など様々な主体が参加し、自ら課題を発見し解決する仕組みづくりが

必要となっています。

下関市には自治連合会のまとまりを基底とし、概ね中学校区を範囲とした市内１７地域でまちづく

り協議会があります。まちづくり協議会は、地区の皆さんや自治会、市民活動団体などが主体となっ

て構成する地域を代表する組織で、健康、福祉、防犯、防災などの地域課題の解決や地域活性化を

目的として活動を行っています。

●まちづくり協議会は、下関市住民自治によるまちづくりの推進に関する条例（平成 26 年条例第

54 号）に基づき設立されたものであり、前計画までは「住民自治によるまちづくり推進計画」とし

て別に策定していました。

●第５次市民活動促進基本計画では「市民活動促進基本計画」と「住民自治によるまちづくり推進

計画」を一本化して策定しているため、他の市民活動団体とは区別し、まちづくり協議会の項目を

別に設けています。

自治連合会
自治会

市民活動団体

各種団体
防犯　防災　環境　保健

福祉　文化　女性ネットワーク　
等

地区住民

企業

まちづくり協議会

教育、青少年健全
育成関係団体

健康、福祉、防犯、防災などの地域課題の解決・地域活性化

17地区
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７ 計画の策定体制

（１）下関市市民協働参画審議会

本計画は、学識経験者、市民活動団体関係者、公募委員（市民）等から構成される「下関市市

民協働参画審議会」において、市民の立場や専門的な分野等から総合的に検討を進めました。

（２）下関市市民協働参画推進本部

市長を本部長とする「下関市市民協働参画推進本部」において、市民活動促進諸施策につい

て検討・調整を行いました。

【図４ 計画の策定体制】

（３）市民の意識、市民の意見

市民協働参画及び住民自治によるまちづくりに対する市民や市民活動団体の考えや、活動へ

の参加の状況を把握するため、意識調査を実施しました。

また、より幅広い市民の意見を聴取するため策定過程においては計画案を公表し、ワークショッ

プ※７及びパブリックコメント※８を実施しました。

※７ ワークショップ：市民参画の手法の一つ。市民が意見表明や課題解決に能動的に関わり、行政や他の市民

と協力しながら地域社会や公共政策づくりに貢献するための、参加型・体験型の対話・協働の場のこと。

※８ パブリックコメント：市民参画の手法の一つ。市の基本的な施策等を決定する過程において、その施策等

の案を市民に公表し、これに対する市民の意見等の概要及びこれに対する市の考え方等を公表するととも

に、その市民の意見等を考慮して当該施策等の案の決定を行う一連の意見募集に関する手続きのこと。

下関市市民協働参画審議会

公募市民・市民活動団体・事業者団体・学識経験者・市職員

下関市市民協働参画推進本部

本部長（市長）・副本部長（副市長）・本部員（部局長等）

幹事会　幹事長（まちづくり政策課長）・幹事（関係各課長等）

事務局　　まちづくり政策課
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●市民協働参画及び住民自治によるまちづくりに関する意識調査

本計画の策定にあたり、市民協働参画及び住民自治によるまちづくりに対する市民や市民活

動団体の考えや、活動への参加の状況を把握し、今後の市民活動推進のための基礎資料とする

ために、令和６年度に意識調査を実施しました。

【表１ 令和６年度市民協働参画及び住民自治によるまちづくりに関する意識調査 概要】

●ワークショップ

本計画を策定するに当たり、市民から意見を求めるため、策定過程で計画案を公表し、

ワークショップを実施しました。

【表２ ワークショップの実施概要】

●パブリックコメント

本計画を策定するに当たり、市民から意見を求めるため、策定過程で計画案を公表し、

パブリックコメントを実施しました。

【表３ パブリックコメントの実施状況】

調査対象
市民 市民活動団体

下関市に居住している満１８歳以上の市民 しものせき市民活動センターに登録している団体

抽出方法 無作為抽出 全数調査

配布数 2,500 ２５８

回収数（有効回収率） ９５７（38.3％） １６２（62.8％）

調査方法 郵送法・無記名方式・一部Webでの回答

調査期間 令和７年 1月６日～令和７年 1月２４日

開催日時 令和７年９月２０日（土曜日）１３時３０分～１６時３０分

開催場所 しものせき市民活動センター

テーマ 市民活動をもっと楽しく！ ワークショップ

内容
市民活動や活動団体、まちづくり協議会の５年後の姿をイメージし、市民活動を

更に活発化させるしかけをグループワークを通じて話し合う

参加者 市内に在住または通勤・通学・活動している方 １８人

募集期間 令和７年１０月６日（月曜日）～令和７年１１月６日（木曜日）

閲覧場所
本庁舎 本庁管内各支所 各総合支所
しものせき市民活動センター（ふくふくサポート） 下関市民センター 中央図書館
※市ホームページにも掲載

応募状況 応募者数 ９人 応募件数 ３２件
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第２章 前計画の振り返り

第４次市民活動促進基本計画

１ スローガンと目標

第４次計画では『であう つながる ひろがる あなたの協働参画』をスローガンに、以下の３つの

基本方針を定め、展開方向に沿った施策を設定し、基本方針ごとに成果指標を定めました。

市民活動の内容や目的、やりがいや魅力について、広く市民に知って、理解してもらうことで

新たな市民活動への参加を促進します。

市民と市民活動団体とがマッチングできるような環境づくりに努めます。

市民活動団体と市民活動を取り巻く環境がより発展するよう、人材育成や団体間の交流、

活動支援の制度等について検討を進めます。

基本方針１ 幅広い市民活動への参加と協働への理解促進

基本方針２ 市民活動を展開する環境づくり

基本方針３ 市民と市民のパートナーシップの発展
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２ 基本方針と成果指標達成度

第４次計画において定めた基本方針と成果指標、その達成度について整理しました。

●成果

●課題
「市民活動の経験」「市政参画の経験」いずれも目標達成には至りませんでした。これは、

コロナ禍での活動自粛後に市民活動が自粛前の水準まで回復しきれなかったことが最大

の要因であると思われます。しかしながら、令和２年時点の値と比較し横ばい傾向にあること

から、これまでの取組を継続していくことが重要だと考えます。
※市民活動の経験の現状値は市民意識調査の結果をもとに報告書外で再計算（無回答者を

含めない。）。

基本方針１ 幅広い市民活動への参加と協働への理解促進

【施策の展開方向】

○市民活動を促進する情報の収集及び提供

→行政としものせき市民活動センターとが連携し、幅広く市民に市民活動について知っ

てもらうための取組を進めます。

→市民協働することで施策に与える影響、結果などをわかりやすい形で情報発信するこ

とで、市民協働への理解を深め、意識を高めます。

成果指標 令和２年
第４次計画

目標値

現状値

（令和７年）
評価

市民活動の経験

参加したことが

ある

40.1％

参加したことが

ある

45％

参加したことが

ある

3９.5％

未達成

市政参画の経験

参画したことが

ある

13.8％

参画したことが

ある

15％

参画したことが

ある

12.7％

未達成
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●成果

●課題

しものせき市民活動センターにおけるボランティア登録者数については、ボランティアに

参加したい人と受け入れたい団体との架け橋である「ボランティアギルド制度」の構築によ

り、年々登録者数が増加しています。高校生や大学生等、若い人材のボランティアギルドへの

登録、まちづくり協議会などの地域組織との交流を深めていくことで、更なる市民活動の

発展につながっています。

施策数はコロナ禍における活動自粛により令和３年度に大幅減となり、その後徐々に回復

してきたものの達成には至りませんでした。ボランティアギルド制度の充実については、引き

続き指定管理者※９と認知度を上げる取組について協議しながら進めます。

※９ 指定管理者制度：地方公共団体が設置する公の施設の管理運営を法人、民間事業者、ＮＰＯ等に委ねること

を可能とする地方自治法上の制度。公の施設の管理運営に民間の能力を活用することで、多様化する市民

ニーズに効果的、効率的に対応し、市民サービスの向上と経費の節減等を図り、政策目的を達成するための

手法の一つ。

成果指標 令和２年
第４次計画
目標値

現状値
（令和７年）

評価

しものせき市民

活動センターに

おけるボランテ

ィア登録件数

１６件 ５０件 ２１３件 達成

市民活動を促

進するために

実施した施策

数

１０７施策
１０７施策

（現状維持）
９４施策 未達成

基本方針２ 市民活動を展開する環境づくり
【施策の展開方向】

○市民活動の場の提供

→多くの市民が幅広い市民活動に参加できる機会や、市民の抱える様々な問題に対応

する市民活動団体と出会える仕組みづくり等について検討を行います。

○市民活動を側面的に支援する助成制度の実施

→市民活動団体のニーズに合致した活動をしやすい環境づくりに資する支援を行うべ

く、既存の助成制度の見直しや新たな助成制度について検討を行います。
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●成果

●課題
しものせき市民活動センターを中心とした中間支援機能の充実や情報共有・意見交換の

仕組み作りを進めた結果、センターの利用者の満足度は上昇傾向にあります。しかしながら、
センターの認知度は依然として低いため、更なる周知を図り、中間支援機能をより一層強化
する取組が必要です。

成果指標 令和２年
第４次計画
目標値

現状値
（令和７年）

評価

しものせき市民活

動センターでの学

習の機会・交流の

場への満足度

学習の機会・

交流の場どち

らにも満足し

ている

23.3％

学習の機会・

交流の場どち

らにも満足し

ている

30.0％

35.8％ 達成

基本方針３ 市民と市民のパートナーシップの発展
【施策の展開方向】

○市民活動のネットワーク化の促進

→市民と市民活動団体、市民活動団体同士がつながり、双方向の意見交換や、相互支

援を行うことで、より発展的なパートナーシップの確立を目指します。

→行政内部における各部局の事業実施にあたり、市民協働の推進に資する取組を検討

します。
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第２次住民自治によるまちづくり推進計画

１ 基本施策の体系
基本施策を３つの柱として体系づけ、取り組むべき推進項目を定めました。

《 ３つの柱 》 《 推進項目 》
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２ 取組の成果と課題

〈基本施策１〉まちづくり協議会への活動支援

●成果

・部会制による体制が取られているなか、プロジェクト制※１０を推進し、プロジェクト制を活か

した計画づくりを可とするとともに、雛形を作成しました。

・まちづくり協議会主催により「しもまちスタンプラリー」を

行い、しもまちアプリの活用方法を支援し、地域事業への

活用につなげました。

・事務マニュアルの改善や提出書類を簡素化しました。

・支所の所掌事務に「まちづくり協議会に関すること」を

加え、地域に身近な職員がサポートする体制としました。

・市民活動センターのボランティア登録制度の活用による

若者の地域活動への参画に着手しました。

・しもまちアプリの利用権限を各まちづくり協議会へ付与し、

地域限定情報を随時発信できるようにしました。

●課題
・地域間で活動に対する温度差があり、画一的な支援が難しい状況です。

・市民活動センターで相談・支援の役割を担う体制を整える必要があります。

・次世代を担う人材を育成する必要があります。

・担い手、人材の発掘を行うため、プロジェクト制の更なる推進により参加者のすそ野を

広げる必要があります。

・市職員が自発的に活動に関わるための意識醸成や仕組み作りが必要です。

・まちづくり計画の策定及び見直しの推進が必要です。

※１０ プロジェクト制：目の前の特定の課題を、やれる人、やる気のある人が、必要な時に取り組み、解決すれ

ばプロジェクトを解散する方法で、効率的に成果をあげる手法の一つ。
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〈基本施策２〉まちづくり協議会への財政支援

●成果
・交付金の使途についての制限を緩和し、自主性を重視した運用に改善しました。

・設立から 10年が経過し、交付金の使途への理解が広がりました。

●課題
・「活動評価制度」（自己評価）の導入など、 まちづくり計画と連動したＰＤＣＡサイクル※１１

を実践できる交付金の仕組みについて検討する必要があります。

・交付金は使途に一定の制限があり、まちづくり協議会の活動の幅を拡げていくためには、

自主財源の確保が欠かせませんが、収益事業に取り組める体制には至っていません。

〈基本施策３〉市民理解と市民参加の促進

●成果

・「しもまちアプリ」を活用した情報発信をはじめ、インスタグラムやフェイスブックなどのＳＮＳを

活用するまちづくり協議会も増え、情報発信の幅は確実に広がっています。

・市政記者クラブ※１２を通じて、まちづくり協議会の活動を効果的に報道機関へ周知してい

ます。

●課題
・各種団体同士が連携するための交流の場の仕組みづくりや、まちづくり協議会と市民活

動団体等との連絡調整役として、コーディネート機能をもった中間支援組織の確立が必要

です。

※１１ ＰＤＣＡサイクル：業務やプロジェクトの継続的改善を目的とした管理手法。Plan（計画）、Do（実行）、

Check（評価）、Act（改善）の 4段階から構成される。まず、目標設定と活動計画を策定（Plan）。次に計

画に従って実施（Do）。実施結果を評価、検証（Check）し、必要な改善策を講じる（Act）。このサイクル

を継続的に繰り返すことで、業務の質や効率を向上させる。

※１２ 市政記者クラブ：官公署などで取材にあたる記者相互の啓発と親睦を図るために組織された記者の団体

であり、記者発表などの窓口にもなっている。
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第３章 調査から見る現状と課題

１ 人口と世帯の状況

（１）国勢調査によると、本市の人口は減少が続いており、令和２年の人口は２５５，０５１人で、前回調

査（平成２７年）と比べると１３，４６６人の減少となり、減少率５.０％は過去最大となっています。

また、年齢別にみると、15歳未満や、15～64歳の割合が減少し、高齢化率は３０％を超えてお

り、全国より早い速度で人口減少・少子高齢化が進んでいます。（図５､６参照）

（２）世帯数は１１万５，８１７世帯で、前回調査と比べると４８１世帯の減少となり、減少率０.４％となっ

ています。施設等入所者を除く一般世帯における１世帯当たりの人数は２.１２人となり、単身世帯

の増加や核家族化がさらに進んでいるものと考えられます。（図７参照）

【図５ 人口の推移】 【図６ 年齢別人口割合の推移】

資料：国勢調査（総務省統計局）
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【図７ 世帯の推移】
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２ 市民の現状と課題

現 状

（１）市民協働・参画や市民活動の「認知度の低さ」

市民意識調査結果では「協働」「参画」「まちづくり協議会」「しものせき市民活動センター」といっ

た用語について、「全く知らない」または「名前だけ知っている」と答えた市民が過半数でした。特に

若い世代や現役世代にその傾向が強く、活動の意義や内容が市民全体に十分伝わっていないこと

が示されています。「身近な存在」でないことが、市民活動や参画のすそ野を狭める要因となる可能

性もあります。（図８～１１参照）

【図８ 市民協働参画（パートナーシップ）の認知度】 【図９ 「参画」の経験・認知度】

【図１０ 「しものせき市民活動センター」の利用および認知度】 【図１１「まちづくり協議会」の認知度】

資料：市民協働参画及び住民自治のまちづくりに関する市民意識調査（令和６年度）

ある程度は
知っている
13.8％

言葉は聞いた
ことがある
29.3％

良く知っている
2.4％

無回答
2.9％

まったく知らない
51.6％

参画したことがある
12.7％

参画したこ
とはない
が、言葉の
意味も、方
法も知って
いた
4.9％

参画したことがなく、言
葉の意味は知っていた
が、方法は知らなかっ
た 27.1％

参画したことがなく、言
葉や、方法を全く知ら
なかった 52.7％

無回答
2.6％

利用したことがある
5.5％

利用したことは
ないが、何をし
ているか知って
いた 3.8％

利用したことは
ないが、言葉の
み聞いたことが
あった 31.％

まったく知らな
かった
55.5％

無回答
3.9％ 知っている

20.0％

名前は聞いたことが
あるが、どのような
活動をしているか分
からない 35.6％

まったく知らない
39.5％

無回答
4.9％

（N＝957）
（N＝957）

（N＝957）
（N＝957）
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（２）参加者の高齢化と“新しい担い手”の不足

市民活動への参加経験者は徐々に増えているものの（平成 26 年度 28.2％⇒令和元年度

37.6％⇒令和 6 年度 38.5％）、参加者は 60 歳以上が中心で、若年層や子育て世代の比率は依

然低い状況です。このため、今後の地域活動・自治会の担い手が枯渇する懸念が高まっており、世代

交代や多様な層の積極的な参画促進が大きな課題となっています。（図１２参照）

（３）「参加のハードル」が高く、「きっかけ」や「情報入手」の不足

活動に参加しない（できない）理由の上位は「活動内容がわからない」「きっかけがない」「時間が

ない」などであり、市民活動やまちづくり協議会への参加の入口が「閉じてみえる」、もしくは「自分ご

とでない」と認識されやすい構造になっています。

（図 1３参照）

【図１２「市民活動」の経験（経年比較）】

【図１３「市民活動」に参加しない理由（上位 3 項目）】
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資料：市民協働参画及び住民自治のまちづくりに関する市民意識調査（令和６年度）
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（４）活動へのきっかけや動機が“身近なつながり”に依存

実際に活動へ参加した人の多くは「友人、知人、地域の人の誘い」がきっかけであり、自ら情報を

調べて応募する人はごくわずかです。身近なネットワークに頼らざるを得ない仕組みとなっており、こ

れを超えた広がりや誰もが参加しやすい仕組みづくりが不足しています。（図１４参照）

（５）市民からの“参加しやすい条件”の多様化

市民からは「短時間で」「気軽に」「身近な人と」「個人として」など参加条件の多様化が求められ

ており、従来型（役職や長期前提）の活動体制では新規層の参入が難しい実態が明らかになってい

ます。（図１５参照）

【図１４ 市民活動に参加したきっかけ（上位３項目）】

【図１５ 市民活動に参加できる（しやすい）条件（上位３項目）】

主要な課題

１ 協働・参画・市民活動の意義と身近さの認知拡大

“市民協働参画”の認知度を上げるためには、重要性や身近なメリットを幅広く分かりやすく伝え

る情報発信が必要です。

２ 若年層・現役世代・多様な層の参加促進

高齢層偏在の是正と、多様性のある担い手創出への取組強化が必要です。

３ “参加の入口”の拡大ときっかけづくり

SNS やウェブ、チラシ等による分かりやすい情報整理や新たに参加しやすい仕掛けづくり、環境

づくりが望まれます。

４ 柔軟な参加スタイルへの対応

単発的な参加や家族・個人など多様な参画形態、学びながらの参画など柔軟な仕組みの導入

が望まれます。

５ 参加後の定着支援と学び・交流機会の提供

継続しやすい環境や学び・交流の工夫、やりがいの見える化による定着促進が重要です。

友人や知人、隣人に参加を依頼されたから

地域や社会をより良くしたいと思ったから

ポスターやチラシ、広報誌などから

自分の都合に合わせて、わずかな時間で参加
できる

簡単に参加できる

友人や地域の人など、身近な人と参加できる

資料：市民協働参画及び住民自治のまちづくりに関する市民意識調査（令和６年度）

52.4

30.2

16.6

53.1

41.9
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47
8

36
5

0
62

12
8

11
7

2
41

0
3

1
1

保健、医療、福祉
社会教育
まちづくり

観光の振興
農山漁村の振興

学術、文化、芸術、スポーツ
環境保全
地域安全

人権、平和
国際協力、交流
男女共同参画

子どもの健全育成
経済活動

消費者保護
科学技術の振興

その他

３ 市民活動団体の現状と課題

現 状

（１）登録団体数の推移

市民活動センターに登録している市民活動団体は、指定管理者制度を導入した令和元年以降

増加していたものの、コロナの影響により活動を自粛し、活動実績のない団体として登録抹消とな

る団体も増え、登録団体数が減少しました。また、コロナが落ち着きを見せた令和 5 年度以降にお

いても、団体内での高齢化等の事情により活動の再開に至らず、登録団体数は回復しきれていな

い状況です。（図 1６参照）

登録団体の活動する分野は、「学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動」（６2 団体）

が最も多く、次いで「保健、医療または福祉の増進を図る活動」（４7 団体）、「子どもの健全育成

を図る活動」（41 団体）、「まちづくりの推進を図る活動」（３6 団体）の割合が大きくなっています。

（図 1７参照）

【図 1６ 市民活動団体数】

【図 17 市民活動団体の活動分野】

200

220

240

260

280

300

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
市民活動団体数

238

254 255

243 244
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（２）担い手の高齢化と小規模性

下関市の市民活動団体の多くは会員数が「0～50 人」（72.8%）と小規模であり、主な年齢層

も「70～79 歳」（32.1%）、「60～69 歳」（22.2%）と高齢世代が全体の約 6 割を占めています。

このため、活動がベテラン世代に依存し、新たな担い手の獲得が今後の大きな課題となっています。

（図１８ 、１９ 参照）

（３）活動分野の多様化とネットワークの広がり

活動分野は「子どもの健全育成」や「学術、文化、スポーツ振興」を中心に、幅広い分野で多様

な活動が展開されています。そのような中、「他の団体とつながりがある」団体が 66.7%に上り、

分野を問わずネットワーク化が進みつつあります。（図２０、２１参照）

【図１８ 市民活動団体会員数】 【図１９ 市民活動団体主年齢層】

【図２０ 他の市民活動団体とのつながり】

下関市内の同様の分野の
活動を行っている団体

下関市内の違う分野の活動
を行っている団体

下関市外の同様の分野の
活動を行っている団体

下関市外の違う分野の活動
を行っている団体

その他

無回答

持っている
66.7％

持っていない
30.2％

無回答
3.1％

65.7

59.3

36.1

14.8

12.0

2.8

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70%

（N＝162）

（N＝108）

資料：市民協働参画及び住民自治のまちづくりに関する市民意識調査（令和６年度）

無回答
2.5％

0～50 人
72.8％

51～100 人
10.5％

101～500 人
11.7％

501 人以上
2.5％

20～29 歳
1.9％

30～39 歳
2.5％

40～49 歳
7.4％

50～59 歳
13.0％

60～69 歳
22.2％

70～79 歳
32．1％

80 歳以上
4.9％

無回答
9.9％

20 歳未満
6.2％

【図２１ 連携している市民活動団体】
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36.420.4
8.0

14.2
3.7

2.5

6.8
13.6

8.6

7.4
0.6

0.0

5.6
6.2

3.7

6.2
4.3

3.1

2.5
4.9

3.7

1.2
1.2

4.3

2.5
1.9

0.0

0.6
1.2

0.0

（４）運営資金の構造

団体の主な活動資金は「会費等」（36.4%）や「下関市からの補助金・助成金」（14.2%）が

中心で、年間 30 万円未満の団体が 21.0%と小規模予算の団体が多く、自主財源確保や安定

的な経済基盤づくりは決して十分とは言えません。（図 2２、2３参照）

【図 2２ 活動資金】

【図 2３ 活動資金の収入の割合（上位１０項目）】

会費等

下関市からの補助金・助成金

個人からの寄付金

下関市からの委託金

民間団体からの補助金・助成金

収益事業からの繰越金収入

協賛金

企業からの寄付金

県からの補助金・助成金

借入金

資料：市民協働参画及び住民自治のまちづくりに関する市民意識調査（令和６年度）

3 万円未満
13.0％

10 万円未満
13.6％

30 万円未満
21.0％

50 万円未満
9.9％

100 万円未満
6.8％

500 万円未満
19.8％

500 万円以上
5.6％

なし
9.3％

無回答
1.2％

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

最も多いもの

２番目に多いもの

3 番目に多いもの

（N＝162）
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（５）情報発信・入手の方法が世代間で混在

情報入手は「インターネット（ホームページ・SNS 等）」（37.0%）が最多ですが、行政広報誌

（34.6%）、口コミ（23.5%）なども多く、従来型メディアと新しい媒体を併用しているのが特徴

です。（図 2４参照）

【図 2４ 情報の入手の方法】

主要な課題

１ 会員やリーダーの不足と担い手の高齢化

「会員確保」や「次期リーダーの育成」と人材面での悩みが突出しており、特に若い世代や新規層

の参加促進が求められています。

２ 経済的負担と資金調達の難しさ

会場費や広報費等の経済的負担に悩む団体が多く、助成金申請の煩雑さも指摘されています。

助成金等の金銭的支援を必要とする声も多く、資金基盤の脆弱さが課題です。

３ 情報発信力の弱さ

広報や新規参加者募集の方法に課題を感じている団体が多く、若者層に届く発信手法を充実さ

せる必要があります。

インターネット（ホームページ・
ＳＮＳ等）

「市報しものせき」などの行政の
広報誌

しものせき市民活動センター

口コミ

各種市民活動団体等の機関誌
や会報

新聞・テレビ

掲示板・張り紙・ポスター等

民間の地元情報誌・タウン誌等

ケーブルテレビ・コミュニティＦＭ

資料：市民協働参画及び住民自治のまちづくりに関する市民意識調査（令和６年度）

37.0

34.6

30.2

23.5

22.2

19.8

9.3

8.0

1.9

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

（N＝162）
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４ まちづくり協議会の現状と課題

現 状

（１）活動は地域課題や地域ニーズにそった内容で展開

まちづくり協議会を知っていると回答した人 20％（１８ページ図 11 参照）のうち、まちづくり協議

会の活動が「地域に役立っている」と感じる市民は、「役立っている」が 37.7%、「役立っている

活動もある」が 50.8%に達し、合わせて 9 割近くが一定の効果を認めています。また、市民が望む

地域の取組分野としては「高齢者支援活動」（53.4%）、「子ども・子育て支援活動」（48.4%）が

上位となっています。（図 2５､2６参照）

【図 2５ 「まちづくり協議会」の活動の有効性（経年比較）】

【図 2６ 望まれる地域における取組（上位５項目）】

『役立っている』 『役立っていない』

役立っている 役立っている
活動もある

あまり
役立っていない

役立って
いない 無回答

令和６年度(N=191)

令和元年度(N=140)

高齢者支援活動

子ども・子育て支援
活動

防犯活動

防災活動

環境保全活動

資料：市民協働参画及び住民自治のまちづくりに関する市民意識調査（令和６年度）

37.7 50.8 7.9
2.6

1.0

29.3 55.0 13.6
1.4

0.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

53.4

48.4

37.2

26.4

25.5

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％
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友人や知人、隣人に参加

を依頼されたから

33.4%

まちづくり協議会から声掛

けがあったから

18.9%

ポスターやチラシ、広報誌

などから

13.3%

自分のためになると思ったから

5.6%

地域や社会をより良くしたいと

思ったから

4.4%

講座やイベントに参加し、興味

や関心を持ったから

3.3%

趣味や特技を活かせると思ったから

3.3%

知り合いや仲間を増やしたかったから

3.3%

テレビ、ラジオ、新聞紙などから

1.1%

ホームページ、ＳＮＳなどから

1.1%
その他

12.2%

無回答

0.0%

（２）参加のきっかけは限定的だが、参加経験は増加傾向

参加者のうち「友人や知人、隣人に依頼されたから」33.4%や「まちづくり協議会からの声掛け」

18.9%など、きっかけは人的ネットワークに依存しています。 （図 2７、2８参照）

【図 2７ 活動への参加経験（経年比較）】

【図 2８ 活動に参加したきっかけ】

はい いいえ 無回答

令和６年度(N=191)

令和元年度(N=140)

47.1

42.1

50.8

52.9

2.1

5.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

（N＝90）
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まちづくり協議会によ

る情報発信の充実

38.0%

ホームページ、ＳＮＳなどの活用による、時間

を問わず参加できる場の提供

22.0%

まちづくり協議会によ

る啓発イベントの実

施

11.8%

協議会員からの積極

的な声掛け

9.6%

市による研修会など

の実施

4.7%

その他

3.4%

無回答

10.5%

（３）市民からの期待は“情報発信”“交流”などへ拡大

「活動に参加しやすくする方策」としては「まちづくり協議会による情報発信の充実」が 38.0%、

「ホームページ、ＳＮＳなどの活用による、時間を問わず参加できる場の提供」が 22.0%と、既存

参加者以外にも届く柔軟な発信・参加促進が望まれています。（図 2９参照）

【図 2９ 活動に参加しやすくする方策】

主要な課題

１ 市民全体への認知と情報発信の強化が必要

まちづくり協議会の認知度は向上しつつあるものの、「まったく知らない」市民が依然 4 割弱に

及び、活動内容や意義が十分浸透していません。また、参加しない理由として「活動内容が分から

ない」「情報が得られない」ことが挙げられており、未参加層・若年層へのアプローチや SNS や

広報誌、地域イベントなどを活用したわかりやすい情報発信の強化が求められています。

２ 参加層の拡大と“つながり依存”からの脱却

活動参加者の多くは「友人・知人の誘い」や「協議会からの声かけ」によるもので、参加のきっかけ

の半数以上が人的ネットワークに依存しています。一方で、「知り合いがいないと参加に抵抗があ

る」という声もあり、誰でも参加しやすい開かれた仕組みづくりが課題です。特に、若年層や新規住

民を含む多様な世代の参画促進が求められています。

資料：市民協働参画及び住民自治のまちづくりに関する市民意識調査（令和６年度）

（N＝532）
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0

40

80

120

160

200

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

説明会を開催したもの

シンポジウム、フォーラム等

を開催したもの
ワークショップを開催

したもの
学習会、研究会を開催

したもの
広報誌等、報道機関、イン

ターネットの活用
その他

５ 行政の現状と課題

現 状 【施策状況】

（１）本市における市民協働参画に係る実施事業数及び施策実施課所室数は減少傾向にあります。

（図３０参照）

（２）情報の提供と共有を行った施策実施状況については、「学習会・研究会を開催」「広報誌等・

報道機関・インターネットの活用」によるものが多く挙げられています。（図３１参照）

【図３０ 市民協働参画関連施策の実施状況】

【図３１ 情報提供と共有を行った施策実施状況】

資料：令和６年度市民と行政・市民と市民の協働の取組（パートナーシップ）年次報告

201 196

171
186

176

64 62 64 64 59

0

100

200

300

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

実施事業数

施策実施課所室数
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（３）市民活動を促進するための環境整備として実施された施策について、「助成制度の実施」が

最も多く、次いで「活動の場の提供」が挙げられています。（表４参照）

（４）市民活動団体との協働した施策は、コロナ禍における活動自粛期間に減少し、その後回復の

兆しはあったものの減少傾向で推移しています。（表５参照）

※表４、５について、令和２､3、４、５年度の施策数は実施した施策数と併せて括弧書きで新型コロナウイ

ルス感染拡大防止のため中止した施策数を掲載しています。実施施策数に中止した施策数は含みませ

ん。

【表４ 市民活動促進のために実施した施策】

【表５ 市民活動団体と協働を行った施策】

資料：令和６年度市民と行政・市民と市民の協働の取組（パートナーシップ）年次報告

項 目
令和２年度

実施施策数（中止)

令和 3 年度
実施施策数（中止）

令和 4 年度
実施施策数（中止）

令和 5 年度 令和 6 年度

情報の収集及び提供 １0 (1) 9 12 １1 １0

活動の場の提供 ２2 ２２ 19 21 ２１

ネットワーク化の促進 6 (1) ６ （2） 8 7 ７

助成制度の実施 42 (9) ４6 （7） 50 （3） 47 50

その他 4 (1) 5 ５ ５ ５

合 計 84 (12) ８8 （9） 94 （3） 91 ９3

項 目
令和 ２年度

実施施策数(中止)
令和 3 年度

実施施策数(中止)
令和 4 年度

実施施策数(中止)
令和 5 年度

実施施策数(中止)
令和 6 年度

市民活動団体へ指定管理や

委託を行った施策

（契約を締結するもの）

３1 (6) 28 (5) 33 (3) ３8 40

市民活動団体等と協力して

行った施策

（共催、事業協力）

27 (9) ２8 (5) 35 (1) ３1 (１) 26

合 計 58 (15) ５6 (１0) 68 ( 4 ) ６9 (1) 66
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現 状【しものせき市民活動センター】

（１）市民や団体への認知度が限定的

市民調査では「しものせき市民活動センターをまったく知らなかった」が 55.5%と半数を超えて

おり、利用経験がある市民はわずか 5.5%でした。団体調査でも「利用していない」と回答した

団体が 34.6%で、コロナ禍でセンターの利用制限があった影響もあり、センター利用者は全体の

一部にとどまっています。（図３２、３３参照）

【図３２ しものせき市民活動センターの利用及び認知度（市民）】 【図３３ しものせき市民活動センターの利用状況（団体）】

（２）利用内容は「情報入手・印刷・講座等」が中心／拠点として一定機能

利用者の目的としては「情報コーナーの利用（43.4%）」「センター主催講座の受講（32.1%）」

「印刷機等の設備利用（35.6%／団体）」など情報収集や実務的な利用が多い一方で、交流や

相談といったソフト面の活用は限定的です。（図３４、３５参照）また、団体活動の拠点としては一部

地域では定期的に利用されていますが、全体には“ときどき利用（年 1 回程度）”が多い傾向にあ

ります。（図３３参照）

【図 3４ しものせき市民活動センターの利用目的（市民）（上位 3 項目）】

【図 3５ しものせき市民活動センターの利用目的（団体）（上位 3 項目）】

情報コーナーの利用（市民活動及び市民活
動団体に関するチラシ・パンフレット）

センターが主催する講座の受講

センター以外の団体が主催する講座の受講

会議室以外の設備（印刷機、ポスタープ
リンター、パソコンコーナー等）

会議、打ち合わせ

イベント開催

資料：市民協働参画及び住民自治のまちづくりに関する市民意識調査（令和６年度）

利用したことがある

5 .5 %

利用したことはない

が、何をしているか

知っていた

3 .8 %

利用したことはないが、言葉のみ

聞いたことがあった

31 .3%

まったく知らなかった

55 .5%

無回答

3 .9 %

定期的に利用している

（月１回以上）

17 .9 %

ときどき利用している

（年１回程度）

44 .4%

利用していない

34 .6 %

無回答

3.1 %

43 .4

32 .1

30 .2

43.4

32.1

30.2

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60.0

0％ 5％ 10％ 15％ 20％ 25％ 30％ 35％ 40％

35.6

34.7

26.7

無回答

3.9％

利用したことがある

5.5％
利用したことはないが、何

をしているか知っていた

3.8％

利用したことはないが、言葉

のみ聞いたことがあった

31.3％

まったく知らなかった

55.5％

無回答

3.1％ 定期的に利用している

（月１回以上）

17.9％

ときどき利用している

（年１回程度）

44.4％

利用していない

34.6％
（N＝162）

（N＝957）
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（３）センターの学習・交流機会、支援機能への満足度は一定水準

団体からは「学習の機会も交流の場も充実している」との評価が比較的高く、「情報」に関する

支援の充実のほか、「活動場所や備品提供」「情報提供」「交流イベント」などへの期待も高まって

います。利用団体には“使いやすくなっている”“相談しやすい”等肯定的な意見も散見されました。

（図３６参照）

主要な課題

１ 市民全体への認知と情報発信の強化が必要

行政は情報発信や協働支援、地域参加の制度整備・運用では一定の役割を果たしつつも、今後

は“市民や団体の目線”での発信と参加促進、成果の可視化などが不可欠です。

２ しものせき市民活動センターの機能強化

しものせき市民活動センターは、情報収集や設備の提供など実務を行う基盤としての役割を果た

していますが、認知度が足りていない状況です。今後は、認知度の向上とともに、市民活動の交流

拡大のため、多様な主体をつなぐ中間支援機能の強化が求められます。

「情報」に関する支援の充実（広報や
人材、専門家、支援に関する情報収集
など）

「活動場所、備品の提供」に関する支
援の充実（打ち合わせ、作業スペース
の提供や機器、軽作業用具の貸出な
ど）

交流の場の充実（活動団体交流イベ
ントなど）

「相談」に関する支援の充実（関連団
体、行政に関する相談や、団体運営に
関する相談など）

「啓発」に関する支援の充実（講座、
セミナーの開催など）

「コーディネート」に関する支援の充実
（活動を始めたい人と人材を求めてい
る団体とのマッチングなど）

【図 3６ 今後しものせき市民活動センターへ期待すること（上位６項目）】

資料：市民協働参画及び住民自治のまちづくりに関する市民意識調査（令和６年度）

42.6

27.8

23.5

23.5

19.1

19.1

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60.0
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まちづくり協議会

しものせき市民活動センター

市 民

市民活動団体

基本方針２ 市民活動を発展させる環境づくり

基本方針３ 中間支援機能の充実

～しものせき市民活動センターの機能拡大～

基本方針４ 住民自治によるまちづくりの推進

～地域における協働の推進～

基本方針１ 幅広い市民活動への参加と協働への理解促進

第４章 計画の基本方針と施策

本市における市民協働を取り巻く現状や課題、「第３次下関市総合計画」の基本構想において

定める「暮らしやすい、住みよいまち」の実現に向けて、市政の主人公である市民の視点を重視し、

『つながる手 広がる未来 夢かなう下関』というスローガンを掲げ、市民協働参画及び市民活動の

促進に取り組みます。

なお、この章において「市民活動団体」は、まちづくり協議会は含まず、区別して使用します。

つながる手 広がる未来 夢かなう下関

スローガンの実現に向けて、４つの基本方針を定め、施策の展開方向に沿った施策を設定します。

施策ごとの事業については、市民、市民活動団体、まちづくり協議会、行政、しものせき市民活動

センターで区分し、それぞれの役割を明確にします。

また、各施策の実施にあたっては、目標や目的を意識し、より効果的なものとなるように検討しま

す。

「市民と市民活動団体やまちづくり協議会」、

「市民活動団体とまちづくり協議会」

など、しものせき市民活動センターをハブとし

て、それぞれがつながり、ネットワークが広がる

ことにより地域課題の解決に結びつき、明るい

未来が広がり夢がかなう住みよい下関となる

ことを目指します。

スローガン
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基本方針１幅広い市民活動への参加の促進

【施策の展開方向】

〇市民活動を促進する情報の収集及び提供

→行政としものせき市民活動センターが連携し、幅広く市民の皆さんに市民活動について知って

もらうための取組を進めます。

→市民協働が施策に与える影響や結果を分かりやすく情報提供し、参加の可否を含め市民が

自主的な判断により市民活動に参加出来るように、協働への理解を促進します。

【具体的な施策】

（１）情報収集と提供

基本方針１ 幅広い市民活動への参加と協働への理解促進

多様な広報媒体を活用した幅広い世代に向けた情報の発信

・ より多くの市民が幅広く市民活動に参加できるためには、適切に情報を伝えることが

必要です。年代やライフスタイルによって情報収集の媒体が異なるため、「市報しものせ

き」、市ホームページ、市公式アプリ、SNS、しものせき市民活動センター発行の「ふくふく

サポートだより」、コミュニティFMなど、多様な媒体で情報発信を行います。

・ 市民活動団体やまちづくり協議会においても、SNS等新たな情報発信手段の積極的な

活用を推奨します。

市民参画のための情報の提供と共有

・ 市民活動や市政に関する情報は、説明会やシンポジウム、学習会などの開催、広報誌、

インターネット等を通じて提供し、市民・市民活動団体・まちづくり協議会・行政・しものせ

き市民活動センターで共有します。

・ 市民が求めている市民活動の情報を把握し、活動内容や活動への参加方法など、分野

ごとに内容を広く発信・提供します。

市民活動支援機関等との連携、情報の収集・共有

・ やまぐち県民活動支援センターや他市の市民活動支援センター、下関市社会福祉協議

会（福祉ボランティア）等からの情報を収集し、共有します。

市民活動に関するニーズの把握

・ 市民活動や市民協働参画に関する市民や市民活動団体の意識やニーズを把握するた

めの調査を行い、その結果を公表します。
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（２）市民協働に係る啓発

（３）行政内の市民協働に対する意識向上

市民協働への理解促進

・ 市民参画に関する情報や実施する施策、その結果を分かりやすく公表し、市民参画の

効果の理解を促します。

・ 市民活動団体の活動事例や成果を広く公開し、理解を深めます。

出前講座、セミナー等の学習機会の提供

・ 市民活動への理解やきっかけづくりとなる出前講座やセミナー、研究会といった学習機会

を提供し、新規参入を促進します。

若者、就労者等の協働への理解促進

・ 教育機関や事業者に対して情報提供を行い、若い世代の市民協働参画に関する意識の

向上を図ります。

全庁的な職員研修の実施

・ さまざまな職種・職階の職員を対象に、市民協働の基本理念や先進事例、協働の意義や

実践的な進め方に関する研修を実施します。これにより、市民との協働を自らの業務とし

て捉え、部門を越えて市民活動と連携・協力できる人材の育成を図ります。

市民協働に関する内部広報の強化

・ しものせき市民活動センターで実施するイベントや講座、まちづくり協議会のイベントな

ど、市民活動の取組の情報を庁舎内イントラネット（庁内掲示板等）で周知します。これに

より、日常業務の中で職員が市民協働に対する意識を高める啓発活動を進めます。
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【基本方針１ 幅広い市民活動への参加と協働への理解促進における役割区分】

【基本方針１ 幅広い市民活動への参加と協働への理解促進における成果指標】

資料：市民協働参画及び住民自治のまちづくりに関する市民意識調査

成果指標
現状値

令和 7 年
目標値

令和 12 年

市民活動の経験
参加したことがある

39.5％

参加したことがある
45.0％

市政参画の経験
参画したことがある

12.7％

参画したことがある
15.0％

事 業 市
民

市
民
活
動
団
体
・

ま
ち
づ
く
り
協
議
会

行
政
・

市
民
活
動
セ
ン
タ
ー

多様な広報媒体を活用した幅広い世代に向けた

情報の発信
〇 〇 〇

市民参画のための情報の提供と共有 〇 〇 〇

市民活動支援機関等との連携、情報の収集・共有 〇 〇

市民活動に関するニーズの把握 〇 〇 〇

市民協働への理解促進 〇 〇 〇

出前講座、セミナー等の学習機会の提供 ○ 〇 〇

若者、就労者等の協働への理解促進 ○ 〇 〇

全庁的な職員研修の実施 ○

市民協働に関する内部広報の強化 ○
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基本方針２ 市民活動を支える環境づくり

【施策の展開方向】

〇市民活動の場の提供

→多くの市民が幅広い市民活動に参加できる機会や、市民の抱える様々な課題に対応する

市民活動団体と出会える仕組みづくり等について検討を行います。

〇市民活動を側面的に支援する助成制度の実施

→市民活動団体のニーズに合致した、活動しやすい環境づくりを進めるために、既存の助成

制度の見直しや新たな助成制度について検討を行います。

【具体的な施策】

（１）参加・交流機会の創出

基本方針２ 市民活動を発展させる環境づくり

市民活動情報を活用した交流機会の創出

・ 市民・市民活動団体・行政・他の市民活動支援機関等から寄せられた情報を活用し、

交流の機会を創出します。

多様な参加機会の創出

・ 直接市民活動に参加することが難しい市民でも、SNSによる意見提供やリモートでの

説明会、シンポジウムの開催、寄付等によって間接的に参加できる機会について検討しま

す。

様々な機関との連携による活動支援

・ 教育機関、医療・福祉機関、民間企業等、様々な機関への情報提供や定期的に情報交換

を行い、市民活動や市民参画に関する学習機会を提供することで、参加の促進を支援し

ます。
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（２）活動を発展させる支援

市民活動団体の現状把握

・ しものせき市民活動センターの登録データや内閣府が公表しているNPO法人情報等を

活用し、個々の団体の組織体制や活動状況、抱える課題等を把握し、よりよい活動の

展開や課題解決のヒントとなる研修やイベント、意見交換会の実施について検討します。

・ 団体の運営や活動について、情報を公開し、団体運営の透明性の確保に努めます。

マネジメント・リーダー能力養成支援の充実

・ 市民活動を持続的に推進するための次期リーダー育成研修や交流の場を提供します。

相談体制の充実

・ 新規団体の設立や運営に関する課題への対応として、相談体制を充実します。

・ リスクマネジメント（危機管理、情報管理、安全管理等）に関する相談支援を実施し、

安心・安全な市民活動の推進を図ります。

市民活動保険の実施

・ 市民が安心して市民活動に参加できるように市民活動保険を引き続き実施し、その適用

範囲等を実態に即した内容に随時見直しをするとともに、制度の広報を進めます。

市民活動助成制度の活用

・ 市民活動団体の財政的支援ニーズを把握し、市の助成制度の見直しや情報提供を行い

ます。各種助成金情報を集約し、各団体自らが適した制度を活用できるよう支援します。
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【基本方針２ 市民活動を発展させる環境づくりにおける役割区分】

【基本方針２ 市民活動を発展させる環境づくりにおける成果指標】

資料：市民と行政・市民と市民の協働の取組（パートナーシップ）年次報告

市民協働参画及び住民自治のまちづくりに関する市民意識調査

成果指標
現状値

令和 7 年

目標値

令和 12 年

市民活動を促進するために

実施した施策件数
9４件 １００件

しものせき市民活動センタ

ーでの学習の機会・交流の

場への満足度

学習の機会・交流の場

どちらにも満足している

35.8％

学習の機会・交流の場

どちらにも満足している

40.0％

事 業 市
民

市
民
活
動
団
体
・

ま
ち
づ
く
り
協
議
会

行
政
・

市
民
活
動
セ
ン
タ
ー

市民活動情報を活用した交流機会の創出 〇 〇 〇

多様な参加機会の創出 〇 〇 〇

様々な機関との連携による活動支援 〇 〇

市民活動団体の現状把握 〇

マネジメント・リーダー能力養成支援の充実 〇 〇

相談体制の充実 〇 〇

市民活動保険の実施 〇

市民活動助成制度の活用 〇
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主　体 主　体
しものせき市民活動センター

（中間支援組織）

中間支援組織は、主体同士をつなぐ役割を果たします。
※ただし、中間支援組織を通さなければ協働できないというものではありません。

※この図で主体とは、市民・市民活動団体・まちづくり協議会・事業者・行政などです。

基本方針３ 市民と市民のパートナーシップの発展

【施策の展開方向】

〇市民活動団体、まちづくり協議会、ボランティアギルド等、各団体間のネットワーク化の促進

→市民活動や市民同士が交流できる場を提供することで、市民活動と市民主体のまちづくりの

推進を目的とした「しものせき市民活動センター」の中間支援機能を拡大し、それぞれの活動

の活性化を目指します。

→市民活動団体やまちづくり協議会に対して、活動事例の情報提供や法人化相談を行うなど市

民活動センターによる支援を強化します。

【具体的な施策】

（１）情報共有・意見交換の仕組みづくり

基本方針３ 中間支援機能の充実
～しものせき市民活動センターの機能拡大～

市民や各団体をつなぐ仕組みの発展

・ ボランティア情報を集約し、参加希望者と受入団体とをつなぐボランティアギルド制度を

更に充実させます。

・ 参加意欲のある市民が興味のある分野や活動を見つけて参加できるよう、しものせき

市民活動センターを通じて市民活動団体とのつながりをコーディネートします。

・ 市民活動団体やまちづくり協議会、市民や行政など多様な主体同士をつなぐ仕組みを

構築します。

オンライン交流会の促進

・ 各団体が気軽に参加できるオンラインによる情報交換や協議プラットフォーム（専用SNS

や掲示板、Web会議ツール等）など、地理的・時間的制約を越えて、団体間の交流や

相談、情報収集や発信ができる仕組みを検討します。

活動事例・協働プロジェクトの集約、共有ポータルの構築

・ 市民活動センターのホームページ等において、各団体の活動事例や協働プロジェクトの

紹介、今後のイベントや連携希望情報、ボランティア募集情報などを集約・発信するポー

タルサイトを強化します。また、実績・経験の可視化により相互の学びや新たな連携を

促進します。
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（２）地域コーディネート機能の構築

※１３ 地域コーディネーター：通常の人材派遣コーディネーターとは異なり、事業だけでなく地域全体を良く

するための視点を持ちながら人材と事業者のマッチングやサポートなどの活動を行う仲介役兼伴走支援

者のこと。 地域に密着しながら、住人や事業者のやりたいこと・困ったことを見つけ出してプロジェ

クト化する。

※１４ ＯＪＴ：「On-the-Job Training」の略で、日本語では「職場内訓練」と訳される。OJT は、職場で実際

の仕事を通じてスキルや知識を習得するためのトレーニング手法。上司や先輩が仕事のやり方を教えな

がら実践的に育成する方法で、実際の業務環境での経験を通じて、理論と実践を結びつけることができ

るため、即戦力として育成する効果が高いとされている。

※１５ ファシリテーション：グループ・ディスカッションや会議の進行を円滑にするための技法やプロセス。

協働コーディネーターの配置

・ しものせき市民活動センターに、市民活動団体やまちづくり協議会、市民や行政など多様

な主体のつなぎ役となり、連携の呼びかけや協働事業の立ち上げ、課題解決のための

マッチング等を行う協働コーディネーターの配置を目指します。

・ 市民活動センターの次期指定管理業務を見直し、令和９年度から、まちづくり協議会の

支援に関する業務の本格導入を目指します。

地域コーディネーターの養成・地域人材の育成

・ 現場でコーディネート力を発揮する人材（地域コーディネーター※１３）を増やすため、実践

的な養成研修やOJT※１４、勉強会を実施します。団体スタッフや一般市民等を対象に、

ネットワーク形成やファシリテーション※１５、課題解決などのスキルを磨き、地域ぐるみでの

協働推進力を底上げします。

・ まちづくり協議会の人材育成のための系統的な研修の実施を目指します。
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【基本方針３ 中間支援機能の充実における役割区分】

【基本方針３ 中間支援機能の充実における成果指標】

資料：しものせき市民活動センター登録件数

成果指標
現状値

令和 7 年

目標値

令和 12 年

市民活動団体及びまち

づくり協議会とボランテ

ィアギルド登録者とのマ

ッチング件数

15件 3０件

各団体同士のマッチン

グ件数
―
※新規

５件

事 業 市
民

市
民
活
動
団
体
・

ま
ち
づ
く
り
協
議
会

行
政
・

市
民
活
動
セ
ン
タ
ー

市民と各団体をつなぐ仕組みの発展 ○ ○

オンライン交流の促進 〇 〇

活動事例、協働プロジェクトの集約、共有ポータルの構築 〇 〇

協働コーディネーターの配置 ○ 〇

地域コーディネーターの養成・地域人材の育成 〇
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主　体 主　体
しものせき市民活動センター

（中間支援組織）

（中間支援団体）

まちづくり協議会
地域団体 地域団体

連携 情報共有

地域

※この図で主体とは、市民・市民活動団体・事業者・行政などです。

【施策の展開方向】

〇まちづくり協議会の運営及び活動への支援

→地域の特性や課題に応じたまちづくり協議会の自主的な運営と活動を支援するとともに、人材

育成や資金確保、活動評価を推進し、住民自治による継続的で自律的な地域運営の実現を

目指します。

【具体的な施策】

（１）まちづくり協議会の運営及び活動への支援

基本方針４ 住民自治によるまちづくりの推進
～地域における協働の推進～

各地区の中間支援団体としての役割

・ まちづくり協議会の主な役割は地域の関連団体のネットワークの構築であり、協議会のも

つネットワーク、相互補完によって各団体でこれまで解決できなかった課題を連携し解決

していくことです（＝地域づくり＝住民自治によるまちづくり）。

・ 地域のネットワーク構築の中心的存在として、地域団体の実態を把握し、情報提供やネッ

トワーク化を行うことで、団体間の連携強化を推進するため、しものせき市民活動センター

の協働コーディネーターと連携しながら、まちづくり協議会において、地域内の連絡調整

役となる人材の育成を目指します。

効果的なまちづくり交付金の運用

・ それぞれの地域の課題解決や実現したいまちづくりの方向性に沿うよう交付金の仕組み

を見直し、市民が求める役割を果たせる活動を支援します。

活動評価制度の導入

・ 各地区のまちづくり計画の進捗状況を地域住民と共有しながら、まちづくり協議会が自ら

の活動を振り返り、活動内容の費用対効果について考え、活動の効果や課題を検証する

ため、「活動評価制度」の導入を検討します。
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（２）地域づくりの人材育成

（３）自主財源確保の推進

【基本方針４ 住民自治によるまちづくりの推進における役割区分】

【基本方針４ 住民自治によるまちづくりの推進における成果指標】

資料：下関市市民実感調査

事 業 市
民

市
民
活
動
団
体
・

ま
ち
づ
く
り
協
議
会

行
政
・

市
民
活
動
セ
ン
タ
ー

各地区の中間支援団体としての役割 ○ 〇

効果的なまちづくり交付金の運用 〇 〇

活動評価制度の導入 〇 〇

プロジェクト制の推進 ○ 〇

クラウドファンディングなどの寄付金活用の導入 ○ 〇

成果指標
現状値

令和７年
目標値

令和１２年

住民自治によるまちづくり

（まちづくり協議会）の取組

が進んできたと感じる市民

の割合

14.7％ 16.0％

プロジェクト制の推進

・ 地域活動の担い手の高齢化や人材不足が課題となっている中で、個人や団体のもつ

スキルや人材の発掘にもつながり、参加者のすそ野を広げていくための取組として、引き

続きプロジェクト制を推奨します。

クラウドファンディングなどの寄付金活用の導入

・ まちづくり交付金の使途は一定の制限があり、まちづくり協議会の活動の拡大や充実が

期待される中で、より効果的にまちづくり活動を継続していくためには、新たな財源を確

保する必要があります。継続的に収益事業が行えるような組織づくりには様々な課題もあ

ることから、不特定多数からの資金を調達する仕組みとして、クラウドファンディングなどの

寄付金の活用を推進します。
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下関市

第５章 計画の推進

１ 市の推進体制

（１）下関市市民協働参画推進本部

庁内における推進体制として、市長を本部長とし本計画に基づく市民活動促進諸施策について

検討・調整を行い、全庁をあげて計画の推進を図ります。

（２）下関市市民協働参画審議会

下関市市民協働参画条例の規定に基づき、本計画の進捗状況も含め、市民活動の状況評価に

ついて審議し、施策についての意見提言を行います。

（３）しものせき市民活動センター

市民活動の拠点施設として、市民、市民活動団体、事業者、行政などをつなぎ、地域社会の課題

の解決に取り組む市民活動の支援を行っています。本計画においては、中間支援組織として市民

活動の促進に重要な役割を担っています。

下関市市民協働参画審議会

市民参画及び市民活動の状況評価に

ついての附属機関

○審議会委員

公募市民

市民活動団体

事業者団体
学識経験者

市職員 で構成

事務局：まちづくり政策課

下関市市民協働参画推進本部

市民参画を総合的に推進する庁内組織

○市長＝本部長 部局長等＝本部員

幹事会

○幹事長＝まちづくり政策課長

幹 事＝関係各課長等

諮問

答申

公募 意見

しものせき市民活動センター

市 民
市民活動団体・まちづくり協議会

施策推進
活動支援

意見

運営管理

【図３７ 市の推進体制】
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２ 進捗状況管理・評価・公表

（１）進捗状況管理

本計画で示す施策の進捗状況は、下関市市民協働参画条例第１６条に定める年次報告におい

て、その状況を調査し把握します。

また、まちづくり協議会については、ネットワーク会議等において取組状況を報告し、まちづくり

協議会からの評価・検証を受けながら、施策・事業の進め方や計画の見直しに反映させていきま

す。

（２）評価

下関市市民協働参画審議会において、市民参画及び市民活動の状況とともに評価を行いま

す。

（３）公表

市民参画及び市民活動の状況と併せて、市議会の所管委員会に報告するとともにこれを公表

します。公表の方法は、下関市市民協働参画条例施行規則第３条に掲げる方法により行います。
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１ 下関市市民協働参画条例

平成１７年２月１３日 下関市条例第１３４号

私たち下関市民は、「海峡の恵み」と「歴史の心」に育まれた「明日への希望に燃えているまち下関」をこよ

なく愛しています。先人の努力のたま物であるこのまちを、「自然と歴史と人が織りなす交流都市」として築き

上げ、未来の世代に引き継いでいきたいと願っています。

世の中の大きな流れの中で、私たちは、今、教育、保健、医療や福祉等子どもから高齢者までにかかわる問題、

また、地域の安全、災害対策、環境保全やコミュニティづくり等住みよい環境づくりにかかわる問題、更に、人

権、男女共同参画、文化やスポーツ等人々の生き方にかかわる問題等市民生活に密接にかかわる分野で

様々な問題に直面しています。

市民の価値観が多様化、個性化している今日、これらの問題を自らの課題として受けとめ、市民一人ひとり

が「社会のために何ができるか」と問い直し、自らの責任と役割を明らかにしながら、その解決に取り組んで

いくことが大切になっています。

下関市は、「市政の主人公は市民である」という基本理念の下に、各種の審議会や運営委員会を設置する

とともに、直接市民と話し合いの場を持つ等広く市民の意見を求める努力を続けています。

一方、市民の間においては、NPO 活動（民間非営利組織活動）やボランティア活動、地域のコミュニティ活動

等の市民活動を通して、「何かをしなければならない」という社会的使命感をもった活動が少なからず展開さ

れています。

私たちは、このような状況を踏まえ、市民と行政、市民と市民が対等の関係において、それぞれの英知を集

め実践力をつなぎあい、「協働」する「市民参画」という新しい社会システムを築き、「自然と歴史と人が織り

なす交流都市」を創造することを願い、この条例を制定します。

（目的）

第１条 この条例は、市民参画という新しい社会システムの推進に関する基本理念及びその実現に関する基

本的な事項を定め、市民、市民活動団体、事業者及び市が、良きパートナーとして役割を分担し、公益の増

進を協働して図ることにより、快適な環境を有する都市の創造に資することを目的とする。

（定義）

第２条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 協働 共通の目的を達成するために、互いの立場の違いを認識し、及び協力して行動することをいう。

(2) 市民参画 市民及び市民活動団体（以下「市民等」という。）が市の施策の立案、実施及び評価の各

段階に自発的かつ自律的にかかわること並びに市民等がまちづくりのために協働することをいう。

(3) 市民活動 自主的かつ主体的な営利を目的としない活動のうち、特定非営利活動促進法（平成１０年

法律第７号）別表に掲げる活動又は地縁に基づき地域社会の維持及び形成を図る活動であって、不特

定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。

(4) パートナーシップ 協働を実現するための友好的な協力関係をいう。

(5) 市民活動団体 組織的かつ継続的に市民活動を行うことを主たる目的とする団体であり、その活動が

次のいずれにも該当しないものをいう。

ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの

イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの

ウ 特定の公職（公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３条に規定する公職をいう。以下同じ。）の候

補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、若しく

はこれらに反対することを目的とするもの
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エ 営利を目的とするもの

(6) 事業者 市内において営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。

(7) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価

審査委員会、公営企業管理者及び消防長をいう。

（基本理念）

第３条 市民等及び市は、協働の関係を構築し、相互のパートナーシップが確立された市民参画型社会の実

現及び発展に努めるものとする。

２ 市民等及び市は、市民参画を推進するため、それぞれが有する情報の提供及び共有に努めるものとする。

３ 市は、市民参画に対する市民意識の醸成及び市民活動の促進に努めるものとする。

（市民の責務）

第４条 市民は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、自発的かつ自律的に市民参画に関

する理解を深め、自らが暮らす社会に関心を持ち、身の回りの事について、自らできることを考え、行動する

とともに、進んでまちづくりへの参加に努めるものとする。

２ 市民は、基本理念にのっとり、自発的かつ自律的に市民活動に関する理解を深め、その活動の発展及び促

進に努めるものとする。

（市民活動団体の責務）

第５条 市民活動団体は、基本理念にのっとり、自発的かつ自律的に市民参画に関する理解を深め、市民参

画型社会の実現及び発展に寄与するよう努めるものとする。

２ 市民活動団体は、基本理念にのっとり、自発的かつ自律的に自らの活動の公益性を検証するとともに、情

報を市民に提供することにより、市民活動についての市民等の理解の促進に努めるものとする。

（事業者の配慮等）

第６条 事業者は、市民参画に対する理解を深めるとともに、その発展の寄与に努めるものとする。

２ 事業者は、市民活動の果たす役割の重要性への理解を深めるとともに、市民活動に対する支援に配慮す

るよう努めるものとする。

（市の責務）

第７条 市は、基本理念にのっとり、市民参画が図られるよう努めるものとする。

２ 市は、基本理念にのっとり、市民活動を促進するための環境整備に努めるものとする。

（市民参画の対象）

第８条 市民参画の対象とする実施機関の施策は、原則として次のとおりとする。

(1) 市の基本構想、基本計画その他施策の基本的な事項を定める計画等の策定又は変更

(2) 広く市民に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃

(3) 公共の用に供される大規模な施設の設置に係る基本計画等の策定又は変更

２ 実施機関は、前項各号に掲げる施策以外の施策についても、市民参画を図ることができる。

３ 実施機関は、前２項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参画の対象としな

いものとする。

(1) 定型的又は経常的に行うもの

(2) 軽易なもの

(3) 緊急に行わなければならないもの

(4) 市内部の事務処理に関するもの

(5) 法令の規定により実施の基準が定められており、当該基準に基づき行うもの

(6) 市税の賦課徴収及び分担金、負担金、使用料、手数料等の徴収に関するもの（地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第５条第３項又は第７項の規定により別に税目を起こす場合を除く。）
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(7) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるもの

（市民参画の方法）

第９条 実施機関は、説明会の開催、アンケートの実施、ワークショップの開催、審議会の設置、パブリックコメ

ントの実施等の方法により効果的な市民参画の実現に努めるものとする。

（市民参画の方法の公表）

第１０条 実施機関は、できる限り早い時期に、市民参画の方法について公表するよう努めるものとする。

（留意事項）

第１１条 実施機関は、市民参画の方法を実施するときは、次の事項に留意するものとする。

(1) 効果が期待できる手法を講じること。

(2) 市民等が幅広く参加できる手法を講じること。

(3) 高度な専門性を有する施策にあっては、当該施策に関し深い知識を有する市民等の参加が得られる

ようにすること。

(4) 地域性を有する施策にあっては、当該施策の対象となる地域の市民等の参加が得られるようにするこ

と。

(5) 営利を目的としたものの関与を排除すること。

（情報の提供と共有）

第１２条 市民等及び市は、市民参画を推進するため、相互に情報を提供し、及び共有することに努めるものと

する。ただし、情報の提供及び共有に当たっては、個人情報の保護に配慮するものとする。

２ 実施機関は、市民参画を推進するため、市政に関する情報を、適切な時期に、適切な方法により市民等に

提供するよう努めるものとする。

（広聴）

第１３条 実施機関は、市民参画を推進するために、手紙、電子メール等による提案、質問等の受付、アンケー

トの実施、直接的な対話の実施等の方法により、市民等の意識の把握及び意見の聴取に努めるものとする。

（附属機関等の委員）

第１４条 実施機関は、附属機関等（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づ

き設置する審議会その他の附属機関及び調停、審査、諮問、調査等を目的としない行政運営上の意見の聴

取、懇談等を行うため、要綱等の定めるところにより設置される組織をいう。以下同じ。）の委員を委嘱し、又

は任命しようとするときは、一部又は全部の委員を公募により選出された委員（以下「公募委員」という。）

とするとともに、男女比率、年齢構成、在期数及び他の附属機関等の委員との兼職状況等を勘案して選考

するものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、附属機関等に公募委員を含まないこ

とができるものとする。

(1) 法令の規定により委員の構成が定められている場合

(2) 専ら高度な専門性を有する事案を取り扱う場合

(3) その他公募に適さない事案を取り扱う場合

（市民活動を促進するための環境整備）

第１５条 市長は、市民活動に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、市民活動を促進するため

の環境整備に関する基本的な計画（以下「市民活動促進基本計画」という。）を策定するものとする。

２ 市長は、市民活動の重要性に対する市職員の理解を促進するとともに、第７条第２項の規定に基づく環境

整備として、支援における公平性及び市民活動の自律性に配慮しつつ、予算の範囲内で次の事項を実現

するための施策の実施に努めるものとする。

(1) 市民活動を促進する情報の収集及び提供
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(2) 市民活動の場の提供

(3) 市民活動のネットワーク化の促進

(4) その他市民活動を側面的に支援する助成制度の実施

（年次報告）

第１６条 市長は、毎年、市民参画及び市民活動の状況について、公表するものとする。

（下関市市民協働参画審議会の設置）

第１７条 市長は、市民活動促進基本計画の策定並びに市民参画及び市民活動の状況の評価に関すること

について諮問するため、下関市市民協働参画審議会（以下「協働参画審議会」という。）を附属機関として

設置する。

２ 協働参画審議会は、委員２０人以内をもって組織する。

３ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 公募に応募した市民

(2) 市民活動団体関係者

(3) 事業者等で構成する団体の関係者

(4) 学識経験者

(5) 市職員

(6) その他市長が適当と認める者

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

５ 前各項に定めるもののほか、協働参画審議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

（適用除外）

第１８条 この条例の定めるところにより実施機関が市民参画の方法を実施した場合に、法令又は他の条例

の規定に反することとなるときは、その反することとなる限りにおいて、この条例の規定は適用しない。

（条例の見直し）

第１９条 市は、必要に応じ、この条例の見直しを行うものとする。

（委任）

第２０条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の日前に、下関市市民協働参画条例（平成１５年下関市条例第２号）の規定によりなされ

た処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

３ この条例の施行の日以降最初に任命される委員の任期は、第１７条第４項の規定にかかわらず、平成１７

年９月２１日までとする。

附 則（平成２２年３月２６日条例第１７号）

この条例は、平成２２年４月１日から施行する。

附 則（平成２７年１２月２１日条例第６８号）

この条例は、公布の日から施行する。
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２ 下関市市民協働参画条例施行規則

平成１７年２月１３日 下関市規則第７８号

（趣旨）

第１条 この規則は、下関市市民協働参画条例（平成１７年条例第１３４号。以下「条例」という。）の施行に関

し必要な事項を定めるものとする。

（市民参画の方法）

第２条 条例第９条に規定する説明会の開催に当たっては、当該説明会に係る市民参画の対象とする施策

（以下「対象施策」という。）、開催日時、開催場所、参加対象者、対象施策の概要等の情報を原則として当

該説明会の開催の日の１月前までに公表するとともに、対象施策に関する資料を事前に提供するよう努め

るものとする。

２ 前項に定める提供は、手渡し、郵送、公表等によるものとする。

３ 条例第９条に規定するアンケートの実施、ワークショップの開催、審議会の設置、パブリックコメントの実施

等については、その実施の方法、留意事項等を別に定めるものとする。

（公表の方法）

第３条 条例第１０条及び第１６条並びに前条に規定する公表は、次に掲げる方法により行うよう努めるものと

する。

(1) 実施機関の発行する広報誌等への掲載

(2) 担当窓口等での閲覧又は配布

(3) インターネットによる閲覧

(4) その他市長が必要と認める方法

２ 公表を行った場合には、併せて報道機関への情報提供その他適切な方法により、公表した事項を市民に

周知するよう努めるものとする。

（意見等への回答）

第４条 実施機関は、条例第１３条に規定する市民等の意識の把握及び意見の聴取に際し、回答を要するも

のについては、受付期間等に別途定めがある場合を除き、受け付けた日の翌日から起算して３０日以内に

回答を行うよう努めるものとする。

（年次報告）

第５条 条例第１６条の規定による年次報告に記載する事項は、原則として次のとおりとする。

(1) 市民参画の対象とした施策及び市民参画の方法

(2) 情報の提供と共有を行った施策

(3) 実施機関の施策の推進に関して市民から提出された意見の件数及び回答状況

(4) 条例第１４条に規定する附属機関等における委員構成の状況

(5) 市民活動を促進するための環境整備として実施された施策

(6) 市民活動団体と協働を行った施策及び協働の方法

(7) 市内の市民活動の状況に関する事項

２ 前項の年次報告は、年度終了後、できる限り早い時期に行うものとする。

（その他）

第６条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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３ 下関市住民自治によるまちづくりの推進に関する条例

平成 26 年 9 月 30 日 下関市条例第 54 号

(目的)

第１条 この条例は、住民自治によるまちづくりについて、基本理念を定め、市の役割を明らかにするとともに、

まちづくり協議会の設立等及び市の支援に関し必要な事項を定めることにより、人と人とのつながりを大切

にし、地域の力が発揮できるまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民自治によるまちづくり 市民等が合意に基づき、地区における共通の課題の解決や地域活性化を

目的として行う活動をいう。

(2) 地区 市の区域を一定の条件で区切った規則で定める地区をいう。

(3) まちづくり協議会 地区における住民自治によるまちづくりを推進するために、市民等が構成員となり

自主的に形成する組織で第 5 条第 3 項の認定を受けたものをいう。

(4) 市民等 地区における次に掲げるものをいう。

ア 市内に居住する者

イ 市内で活動する市民活動団体等

ウ 市内で事業を営む者又は市内に存する事業所に勤務する者

エ 市内に存する学校等に通う者

(5) まちづくり計画 住民自治によるまちづくりを計画的に実施するためにまちづくり協議会が策定する方

針及び中長期的な事業計画をいう。

(基本理念)

第３条 市民等は、地区内の市民等の意思に基づき、自主的かつ主体的に住民自治によるまちづくりの推進

に努めるものとする。

2 まちづくり協議会(以下「協議会」という。)と市は、互いの役割と立場を尊重し、協働して住民自治によるま

ちづくりを推進するものとする。

(市の役割)

第４条 市は、第1条の目的を達成するために、市民等の自主性及び主体性を尊重しつつ、住民自治によるま

ちづくりの推進に関し必要な施策を講じるものとする。

(協議会の設立等)

第５条 市民等は、市長の認定を受けて、地区に 1 の協議会を設立することができる。

2 市民等は、前項の規定により協議会を設立しようとするときは、規則で定める事項を記載した申請書を市

長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、規則で定める基準に

適合していると認めるときは、協議会の設立を認定するものとする。

(協議会の役割)

第６条 協議会は、第 1 条の目的を達成するために、次に掲げる事項を実施するよう努めるものとする。

(1) 市民等が住民自治によるまちづくりをより円滑かつ効果的に行うことができるよう、それぞれの活動内

容を理解し情報を共有するためのネットワークの構築を図ること。

(2) 地区の身近な課題の解決又は地域活性化のための方策及びまちづくり計画を立案するとともに、規

則で定める活動を行うこと。

(協議会の運営)
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第７条 協議会は、市民等に開かれた運営を行い、意思決定については、民主的かつ効率的な方法により行う

ものとする。

(協議会の変更)

第８条 協議会は、第 5 条第 2 項の規定により申請書に記載した事項を変更しようとするときは、規則で定め

るところにより、当該変更について市長に申請し、承認を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微

な変更については、この限りでない。

(協議会の認定の取消し)

第９条 市長は、協議会の運営等が規則で定める事由に該当すると認めるときは、その認定を取り消すことが

できる。

(市の支援)

第１０条 市は、協議会が住民自治によるまちづくりを推進するため、必要があると認めるときは、予算の範囲

内において財政上の支援その他の支援を行うものとする。

(委任)

第１１条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則

この条例は、平成 27 年 1 月 1 日から施行する。
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４ 下関市住民自治によるまちづくりの推進に関する条例施行規則

平成 26 年１１月２７日 下関市規則第１１１号

（趣旨）

第１条 この規則は、下関市住民自治によるまちづくりの推進に関する条例（平成 26 年条例第 54 号。以下

「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（まちづくり協議会の地区）

第２条 条例第２条第２号の規則で定める地区は、下関市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則（平

成 17 年教育委員会規則第 17 号）別表に規定する１の中学校の通学区域（以下「通学区域」という。）の

範囲とする。ただし、その範囲が地域の実情に合わない場合にあっては、当該通学区域を基礎として地縁等

により区切った範囲とする。

２ 前項の規定にかかわらず、市民等は、まちづくり協議会（以下「協議会」という。）を設立しようとする場合に

おいて、地域の特性や実情に合った魅力あるまちづくりの実現のため必要があるときは、次に掲げる事項を

勘案し前項の規定による複数の地区を１の地区とすることができる。

(1) 市民等がまちづくりの課題を共有し、ネットワーク化及び相互補完を図りながら、効率的かつ効果的に

まちづくりの課題の解決及び地域活性化に取り組むことができること。

(2) 地区の範囲が他の協議会と均衡が図られていること。

(3) 他の協議会の地区と重複しないこと。

（協議会の認定申請）

第３条 条例第５条第２項に規定する申請書は、まちづくり協議会認定申請書（様式第１号）とする。

（協議会の設立認定）

第４条 条例第５条第３項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 住民自治によるまちづくりを推進することを目的として設立される組織であること。

(2) 市民等に開かれた民主的かつ効率的な組織であること。

(3) 自主的かつ主体的な運営ができる組織であること。

２ 市長は、条例第５条第３項の規定による審査の結果、協議会の設立を認定したときにあってはまちづくり協

議会認定通知書（様式第２号）により、認定しないときにあってはその旨を書面により通知するものとする。

３ 市長は、条例第５条第３項の規定により協議会の設立を認定したときは、次に掲げる事項を公表するものと

する。

(1) 協議会の名称

(2) 協議会の事務所の所在地

(3) 協議会を設立した地区の町名の一覧

(4) 認定年月日

（協議会の活動）

第５条 条例第６条第２号の規則で定める活動は、次に掲げるものとする。

(1) 地区の課題、情報等を共有するための広報に関する活動

(2) 地区の地域福祉、子育て支援、防犯、防災等の課題の解決に向けた共助に関する活動

(3) 地区内外における地域交流に関する活動

(4) 地区の特性である地域資源の活用に関する活動

(5) 地区における市民等の意見や課題を把握し、まちづくり計画等に反映するための情報収集に関する活動

(6) 地区の課題の解決のための市との協働に関する活動

(7) 市の事業への協力及び市からの提案等に対する意見集約に関する活動
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(8) 前各号に掲げるもののほか、地区において必要な住民自治によるまちづくりに関する活動

２ 協議会は、次に掲げる活動を行ってはならない。

(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動

(3) 特定の公職（公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 号）第３条に規定する公職をいう。以下同じ。）の

候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこ

れらに反対することを目的とする活動

（協議会の変更）

第６条 条例第８条の規定による変更の申請は、まちづくり協議会認定内容変更申請書（様式第３号）により

行うものとする。

２ 条例第８条ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる事項に係る変更であって、市長が軽微な

変更と認めるものとする。

(1) 構成する団体等の名簿

(2) 役員名簿

(3) 組織図

(4) 事業計画書

(5) 予算書

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が指定する事項

３ 第４条第２項及び第３項の規定は、条例第８条の規定による変更の申請について準用する。

（協議会の認定の取消し）

第７条 条例第９条の規則で定める事由は、次に掲げるものとする。

(1) 協議会が第４条第１項各号の基準に適合しないとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により協議会の認定を受けたとき。

(3) 協議会の運営において、不正な行為があったとき。

(4) 協議会としての活動の実態がなく、かつ、活動が行われる見込みがないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が協議会の認定を取り消すべき事由があると認めるとき。

２ 市長は、条例第９条の規定により協議会の認定を取り消したときは、まちづくり協議会認定取消通知書（様

式第４号）により当該協議会に通知するものとする。

３ 市長は、条例第９条の規定により協議会の認定を取り消したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 協議会の名称

(2) 協議会に係る地区の町名の一覧

(3) 取消理由

(4) 取消年月日

（協議会の解散）

第８条 条例第５条第３項の規定による認定を受けた協議会は、協議会を解散するときは、あらかじめ、その旨

を記載したまちづくり協議会解散届出書（様式第５号）を市長に提出しなければならない。

２ 市長は、前項の届出書の提出を受けた場合は、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 協議会の名称

(2) 協議会に係る地区の町名の一覧

(3) 解散年月日

（情報公開等）

第９条 協議会は、活動に関する全ての書類を事務所に備え付けることとし、情報の公開を推進するとともに、
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より効果的な活動を行うため、他の協議会との情報交換及び連絡調整を積極的に行うものとする。

２ 協議会（個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）第 16 条第２項に規定する個人情報

取扱事業者に該当する協議会を除く。）は、その活動に伴い知り得た個人に関する情報については、その保

護と適正な利用に努めるとともに、本人の同意があるとき又は本人の権利利益を不当に侵害するおそれが

ないと認めるときに限り公開できるものとする。

（その他）

第 10 条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成 27 年１月１日から施行する。

附 則（令和３年３月 26 日規則第 40 号）

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第１号、様式第３号及び様式第５号による用紙で、現

に残存するものは、なお使用することができる。

附 則（令和５年１月 13 日規則第２号）

この規則は、公布の日から施行する。



資料編 - 11 -



資料編 - 12 -

５ 第５次下関市市民活動促進基本計画策定について

（１）策定経緯

（２）ワークショップ開催結果

（３）パブリックコメント実施結果

令和６年度 市民協働参画及び住民自治のまちづくりに関する市民意識調査

令和７年 ６月 第１回市民協働参画審議会

令和７年 ７月 第１回市民協働参画推進本部会議

令和７年 ８月 第２回市民協働参画審議会 諮問

令和７年 ９月 第３回定例会総務委員会 報告

令和７年 ９月 第２回市民協働参画推進本部会議（書面開催）

令和７年 ９月 ワークショップの開催

令和７年 ９月 まちづくり協議会への説明（第１回ネットワーク会議）

令和７年 ９月 第３回市民協働参画審議会

令和７年 10 月～11 月 パブリックコメントの実施

令和７年 10 月～11 月 まちづくり協議会への意見聴取

令和７年 12 月 第４回定例会総務委員会 報告

令和７年 12 月 第４回市民協働参画審議会

令和８年 １月 市民協働参画審議会 答申

令和８年 １月 第３回市民協働参画推進本部会議（書面開催）

令和８年 ３月 第１回定例会総務委員会 報告

令和８年 ３月 公表

開催日時 令和７年９月２０日（土曜日）１３時３０分～１６時３０分

開催場所 しものせき市民活動センター

テーマ 市民活動をもっと楽しく！ ワークショップ

内容

市民活動や活動団体、まちづくり協議会の５年後の姿を

イメージし、市民活動を更に活発化させるしかけをグルー

プワークを通じて話し合う

参加者 市内に在住または通勤・通学・活動している方 １８人

募集期間 令和７年１０月６日～令和７年１１月６日

閲覧場所

等

本庁舎、各総合支所（４）

本庁管内各支所（１２）、市ホームページ、

下関市立中央図書館、下関市民センター、

しものせき市民活動センター（ふくふくサポート）

応募状況 応募者数 ９人 応募件数 ３２件

開催の様子はこちら

結果の詳細はこちら
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協議会の名称 中東地区まちづくり協議会

設立年月日 平成２７年１０月６日  （ 設立総会：:平成２７年１０月６日 ）

事務所の位置 唐戸町４番１号 カラトピア５階

人口 ２０，045 人 世帯数 1１,599 世帯

面積 ７.７７ ｋ㎡ 中学校区 日新中学校・名陵中学校

協議会の名称 西部地区まちづくり協議会

設立年月日 平成２８年２月２日  （ 設立総会：:平成２８年１月３１日 ）

事務所の位置 伊崎町一丁目４番３０号 西部公民館内

人口 ９，8９7 人 世帯数 ６，５６7 世帯

面積 ３.２５ ｋ㎡ 中学校区 文洋中学校

協議会の名称 向洋地区まちづくり協議会

設立年月日 平成２８年９月１日  （ 設立総会：:平成２８年８月２８日 ）

事務所の位置 向洋町１４番１号 向山小学校内

人口 ８，3０4 人 世帯数 ４，897 世帯

面積 １.９２ ｋ㎡ 中学校区 向洋中学校

協議会の名称 山の田地区まちづくり協議会

設立年月日 平成２８年６月１４日  （ 設立総会：:平成２８年６月１０日 ）

事務所の位置 山の田東町 4 番 13 号 北部公民館内

人口 １７，282 人 世帯数 ９，２９2 世帯

面積 ３.７７ ｋ㎡ 中学校区 山の田中学校

６　まちづくり協議会の概要

※ 人口及び世帯数：令和 7 年 10 月 1 日時点
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協議会の名称 彦島地区まちづくり協議会

設立年月日 平成２８年７月２１日  （ 設立総会：:平成２８年７月１６日 ）

事務所の位置 彦島江の浦町一丁目 3 番 1 号 彦島公民館内

人口 ２２，005 人 世帯数 １１，９９7 世帯

面積 １１.２６ ｋ㎡ 中学校区 彦島中学校・玄洋中学校

協議会の名称 長府地区まちづくり協議会

設立年月日 平成２８年１月１５日  （ 設立総会：:平成２８年１月１３日 ）

事務所の位置 長府亀の甲二丁目２番１号 豊浦小学校内

人口 １５，623 人 世帯数 ７，924 世帯

面積 １０.３３ ｋ㎡ 中学校区 長府中学校

協議会の名称 長府東部地区まちづくり協議会

設立年月日 平成２８年４月５日  （ 設立総会：:平成２８年４月３日 ）

事務所の位置 長府松小田北町 14 番 1 号 長府小学校内

人口 １0，921 人 世帯数 5，875 世帯

面積 ７.２９ ｋ㎡ 中学校区 長成中学校

協議会の名称 東部 5 地区まちづくり協議会

設立年月日 平成２７年１２月１日  （ 設立総会：:平成２７年１１月２９日 ）

事務所の位置 小月本町一丁目 7 番 7 号 小月公民館内

人口 ２4，721 人 世帯数 １２，１5４世帯

面積 ７３.３９ ｋ㎡ 中学校区 東部中学校・木屋川中学校
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協議会の名称 勝山地区まちづくり協議会

設立年月日 平成２８年１２月１５日  （ 設立総会：:平成２８年１２月１１日 ）

事務所の位置 秋根南町二丁目 4 番 33 号 勝山公民館内

人口 ２４，699 人 世帯数 １２，９36 世帯

面積 ２１.９４ ｋ㎡ 中学校区 勝山中学校

協議会の名称 内日地区まちづくり協議会

設立年月日 平成２８年１月２６日  （ 設立総会：:平成２８年１月２４日 ）

事務所の位置 大字内日下 1146 番地 5 内日公民館内

人口 98９人 世帯数 ５17 世帯

面積 ２９.６４ｋ㎡ 中学校区 内日中学校

協議会の名称 川中地区まちづくり協議会

設立年月日 平成２８年９月２８日  （ 設立総会：:平成２８年９月２２日 ）

事務所の位置 伊倉町二丁目 1 番 1 号 川中公民館内

人口 ３３，569 人 世帯数 １６，６6４世帯

面積 １０.９６ ｋ㎡ 中学校区 川中中学校・垢田中学校

協議会の名称 安岡地区まちづくり協議会

設立年月日 平成２７年１２月１５日  （ 設立総会：:平成２７年１２月１３日 ）

事務所の位置 富任町五丁目１０番１号 やすらガーデン内

人口 １４,１76 人 世帯数 ７，137 世帯

面積 １６.３９ ｋ㎡ 中学校区 安岡中学校
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協議会の名称 吉見地区まちづくり協議会

設立年月日 平成２７年１１月４日  （ 設立総会：:平成２７年１０月３１日 ）

事務所の位置 吉見下 1533 番地 吉見公民館内

人口 4，9０5 人 世帯数 ２，873 世帯

面積 ２６.５０ ｋ㎡ 中学校区 吉見中学校・蓋井中学校

協議会の名称 菊川地区まちづくり協議会

設立年月日 平成２７年９月２８日  （ 設立総会：:平成２７年９月２７日 ）

事務所の位置 菊川町大字田部７４７番４ 菊川総合支所第３庁舎内

人口 ７，083 人 世帯数 ３，４２5 世帯

面積 ８３.７８ ｋ㎡ 中学校区 菊川中学校

協議会の名称 豊田地区まちづくり協議会

設立年月日 平成２８年２月２日  （ 設立総会：:平成２８年１月３１日 ）

事務所の位置 豊田町大字矢田 149 番地 1 豊田生涯学習センター内

人口 ４，1３1 人 世帯数 ２，１５8 世帯

面積 １６３.４７ ｋ㎡ 中学校区 豊田中学校

協議会の名称 豊浦地区まちづくり協議会

設立年月日 平成２７年１２月１日  （ 設立総会：:平成２７年１１月２８日 ）

事務所の位置 豊浦町大字川棚 7112 番地４ 豊浦コミュニティ情報プラザ内

人口 １５，0３2 人 世帯数 ７，８12 世帯

面積 ７５.８６ ｋ㎡ 中学校区 夢が丘中学校・豊洋中学校
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下関市竹崎町四丁目４番２号 ヴェルタワー下関２階

ＴＥＬ/083-231-1826 ＦＡＸ/083-232-1881

開館時間 月曜日～土曜日 9：00～22：00 日曜日・祝日 9：00～18：00

休 館 日 １２月２９日～１月３日

～ 機能の一部のご紹介 ～

■ 相談コーナー ■

助成金やＮＰＯ法人の設立、市民活動保険、イベントの企画等に関する相談を受け付けます。

■ 会議室の利用 ■

３つの会議室（小・中・大）を備えています。利用状況はホームページでも確認できます。

■ ボランティア募集情報の発信 ■

ボランティアをしたい方、興味のある方に登録（ボランティアギルド制度）いただき、ボランティア情報を

提供しています。

■ 団体登録制度 ■

市民活動団体に関する情報の収集及び市民への情報提供を目的に登録制度を運用しています。

登録した団体は会議室使用料の半額、優先的な会議室予約、施設内設備の利用、情報誌への記事

掲載等のメリットがあります。

■ 設備利用 ■

コピー機、閲覧用パソコンやワークスペース、自動販売機が備わっています。無料Ｗｉ-Ｆｉもあります。

登録団体はポスタープリンター、紙折り機、スキャナー等を利用することができます。

協議会の名称 豊北地区まちづくり協議会

設立年月日 平成２７年１２月８日  （ 設立総会：:平成２７年１２月５日 ）

事務所の位置 豊北町大字神田 1199 番地 1 豊北生涯学習センター内

人口 ７，066 人 世帯数 ３，８90 世帯

面積 １６８.６４ ｋ㎡ 中学校区 豊北中学校

７ しものせき市民活動センターの概要

詳細はこちら→
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8 下関市市民協働参画審議会

（１）規則

下関市市民協働参画審議会運営規則
平成１７年２月１３日 下関市規則第７９号

(趣旨)

第１条 この規則は、下関市市民協働参画条例(平成１７年条例第１３４号。以下「条例」という。)第１７条第５
項の規定に基づき、下関市市民協働参画審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定
めるものとする。

(会長及び副会長)

第２条 審議会に会長及び副会長を置き、審議会委員(以下「委員」という。)の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第３条 審議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 審議会は、必要に応じて、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(部会)

第４条 審議会に、条例第１７条の規定により市長から諮問される市民活動の状況の評価に関することのう
ち、条例第２条第５号に規定する市民活動団体が実施する事業で、市が助成の対象とするものの公益性そ
の他の助成要件について審査するため、助成事業審査部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会は、委員のうちから会長が指名する５人以内の者をもって構成する。

3 部会に、部会長及び副部会長を置き、前項の部会を構成する委員の互選によりこれを定める。

4 第２条第２項及び第３項の規定は、部会長及び副部会長に準用する。

5 前条の規定は、部会の会議について準用する。

6 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

(意見の聴取)

第５条 審議会は、必要があると認められるときは、市の関係機関の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説
明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第６条 審議会の庶務は、市民部まちづくり政策課において処理する。

(その他)

第７条 この規則に定めるもののほか、審議会又は部会の運営に関し必要な事項は、それぞれの会議に諮っ
て定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成２２年３月２３日規則第１８号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成３０年３月３０日規則第２３号)抄

(施行期日)

１ この規則は、平成３０年４月１日から施行する。

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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（２）下関市市民協働参画審議会 委員名簿

令和７年１２月２２日現在委員（敬称略）

条例上の区分 氏 名 所属等 備 考

第１号委員 穐 山 陽 介

公募委員 加 藤 江 里 子

北 尾 洋 二

洲 澤 育 範

田 中 信

山 﨑 知 代

第２号委員 荒 牧 利 男 下関市連合自治会 副会長

市民活動団体

関係者
中 原 菊 江 下関市連合婦人会 理事

栗 本 知 恵 下関市ボランティア連絡協議会 理事

家 根 内 清 美
男女共同参画ネットワーク下関さんしゃいん２１

代表

第３号委員 古 田 妙 子 一般財団法人下関 21 世紀協会 理事

事業者等で

構成する団体

の関係者

熊 丸 俊 司
株式会社コミュニティエフエム下関

代表取締役社長

木 原 知 子
社会福祉法人下関市社会福祉協議会

地域福祉課 地域支援係 係長

伊 藤 彰 やまぐち県民活動支援センター センター長 会長

第４号委員 安 冨 綾 子 山口行政書士会下関支部 監事・行政書士

学識経験者 金 惠 妍 梅光学院大学 准教授

川 野 裕 一 郎 東亜大学 教授 副会長

竹 内 裕 二 下関市立大学 教授

第５号委員

市職員
藤 井 裕 志

下関市豊浦総合支所総合支所次長

（前下関市市民部部次長）
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（３）諮問

下 ま 第 １ ０ ０ ７ 号

令和７年（2025 年）７月２日

下関市市民協働参画審議会

会長 伊藤 彰 様

下関市長 前田 晋太郎

下関市市民協働参画審議会への諮問について

下関市市民協働参画条例第１７条第１項の規定により、下記の内容について貴審議会の意見を求めます。

記

１ 第５次下関市市民活動促進基本計画の策定について

２ 令和６年度市民と行政・市民と市民の協働の取組（パートナーシップ）年次報告の評価について

３ 令和７年度下関市市民活動支援補助金の審査について

以上

令和８年（202６年）１月７日

下関市長 前田 晋太郎 様

下関市市民協働参画審議会

会 長 伊藤 彰

第５次下関市市民活動促進基本計画の策定について（答申）

令和７年７月２日付け下ま第１００７号で諮問のあった第５次下関市市民活動促進基本計画の策定につい

て、本審議会は下関市市民協働参画条例第１７条第１項に基づき慎重に審議を重ねた結果、第５次下関市

市民活動促進基本計画（案）は適当と認め、別添のとおり答申いたします。
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〈表紙デザイン〉
東亜大学大学院 デザイン専攻　

ショウギトウ氏
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